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群 馬 県 林 業 改 良 普 及 協 会 会 則 

 

第１章 

 （名 称） 

  第１条 本会は、群馬県林業改良普及協会という。 

 （事務所） 

  第２条 本会の事務所は、前橋市大渡町一丁目１０番７号群馬県公社総合ビ 

  ル内に置く。 

 （目 的） 

  第３条 本会は、林業普及指導事業に関する自主的な活動を促進し、県が行 

   う林業普及指導に協力することにより、森林及び林業の果たす役割を認識  

  せしめ、明るい豊かな農山村を建設し、県民の福祉の向上に寄与すること   

 を目的とする。 

  （事 業） 

   第４条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

     １ 林業の普及指導を促進するため、自主的な活動、森林の公益的機能 

   及び環境緑化に関する普及 

     ２ 講演、講習、実施指導、座談会等の開催 

     ３ 青少年活動の育成、助長 

     ４ 優良林業地の視察またはその斡旋 

     ５ 図書印刷物の出版、配布及び斡旋 

     ６ 特用林産物の普及および斡旋 

     ７ 群馬県木炭協会運営事務の協力 

     ８ その他必要な事項 

第２章  

 （資 格） 

   第５条 本会の会員は、団体（これに準ずるものを含む）法人、個人及び 

  学識経験者であって、本会の趣旨に賛同し運営に協力するものとする。 

 （入会及び脱会） 

   第６条 入会または、脱会しようとするものは、別に定める様式によりそ  

    の届けを会長に提出しなければならない。 

 （資格の喪失） 

   第７条 会員は、次の事由によって退会する。 

     １ 会員たる資格喪失  

     ２ 死 亡 

     ３ 解 散 
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第３章  

 （役職員） 

   第８条 本会に次の役職員を措く。 

     １ 会 長           １ 名 

     ２ 副会長           若干名 

     ３ 理 事           若干名 

     ４ 監 事           若干名 

     ５ 書 記           若干名 

 （役職員の職務） 

   第９条 役職員の職務は、次のとおりとする。 

     １ 会長は、会を代表し会務を統括する 

     ２ 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行す 

    る 

     ３ 監事は会務を監査する 

     ４ 書記は事務に従事する 

 （役員の任期） 

   第１０条 役員の任期は２年とする。ただし再任を妨げない。 

       ２  役員は任期満了後でも後任者の就任するまでは、その職務を執  

            行する。 

 （役職員の選任） 

   第１１条 会長、副会長、理事及び監事は総会において選任する。 

       ２  書記は会長が任命する。 

 （役員の補充） 

   第１２条 役員に欠員を生じたときは、総会の承認を得て会長が補充する。 

          ただし、この場合就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。 

 （顧問及び参与） 

    第１３条 本会に顧問及び参与をおくことができる。 

        ２  顧問及び参与は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。 

        ３  顧問は本会の運営に関する諮問に応じ参与は会務の運営に対   

           し、意見を述べることができる。 

第４章 会 議 

  （会議の種類） 

    第１４条 会議は総会及び役員会とする。 

  （総 会） 

    第１５条 総会は毎年１回会長が召集する。ただし、次の場合に会長は臨 

       時に総会を召集することができる。 
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      １ 会長が必要と認めたとき。 

      ２ ３分の１以上の会員から総会召集の要求があったとき。 

      ３ 代議員は地区林業振興会等の団体が個人会員中より別表に定める基 

         準により選出するものとし、その任期は２年とする。 

 （総会の議決） 

    第１６条 総会では次の事項を議決する。 

       １ 事業報告及び収支決算の承認 

      ２ 事業計画及び予算の承認 

      ３ 役員の選任及び解任 

      ４ 会則の変更 

      ５ その他 

  （役員会） 

    第１７条 理事は会務の執行上必要があるとき、または理事の３分の１以 

    上の要求があったとき会長が召集する。 

  （議事の決定） 

    第１８条 会議の議事は、出席者の過半数をもって決めるものとし、可否 

    同数のときは議長が決める。 

       ２  総会及び役員会の議長は、会長があたる。 

第５章 

  （経 費） 

    第１９条 この会の経費は、会費、事業収入、寄付金、補助金等をもって 

    あてる。 

       ２  会費は、総会においてこれを決める。  

  （会計年度） 

    第２０条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に 

    終わる。ただし、創立年度の始期は総会開催の日とする。 

  （附 則） 

      １ この会則は、昭和３５年７月１３日成立、即日施行する。 

      ２  昭和４８年５月２９日会則の一部改正、施行 

      ３ 昭和４９年６月 ３日会則の一部改正、施行 

      ４ 昭和５０年６月 ６日会則の一部改正、施行 

      ５ 昭和５２年６月 ２日会則の一部改正、施行 

      ６ 昭和５６年５月２９日会則の一部改正、施行 

      ７ 昭和５８年５月３１日会則の一部改正、施行 

      ８ 昭和５９年５月２４日会則の一部改正、施行 

      ９ 平成１２年５月２２日会則の一部改正、施行 
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（別 表） 

  群馬県林業改良普及協会会則第１５条３項に定める代議員の選出基準 

 

     選  出  基  準 

 

     代   議   員   数 

 

  個人会員２００名未満 

 

             ４名以内 

 

      〃 ２００名以上３００名未満 

 

             ６名以内 

 

      〃 ３００名以上４００名未満 

 

             ８名以内 

 

     〃 ４００名以上５００名未満 

 

           １０名以内 

 

      〃 ５００名以上 

 

 

           １２名以内 
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群馬県林業改良普及協会 内規 

 

（総 則） 

第１条 この内規は、会則に明記していない事項で必要なものを定めるものと 

  する。 

（会 員） 

第２条 会則第５条の会員の性格は、次のとおりとする。 

    （１）団体会員  地区協会、任意組合、個人で直接加入者とする。 

    （２）法人会員  会社、協同組合、県森林組合連合会とする。 

    （３）個人会員    地区協会員（林業新知識購読）とする。 

    （４）学識経験者 

    ２ 扱い区分 

    （１）群馬県林業改良普及協会扱い会員 

           団体会員、法人会員、学識経験者とする。 

    （２）地区協会扱い会員 

           個人会員とする。 

（役 員） 

第３条 会則第８条の役員の選出基準は、次のとおりとする。 

    理 事   学識経験者（県会議員）    ２名 

              各地区協会の代表者       ７名 

              団体・法人の代表者        ２名 

林業関係  １名・県森林組合連合会長 

建設業関係  １名・県森林土木建設協会副会長 

    監 事   団体・法人の代表者         ２名 

林業関係  １名・林業経営事業体 

建設業関係  １名・県森林土木建設協会理事 

（総 会） 

 第４条 会則第１５条の総会出席者は次のとおりとする。 

    （１）群馬県林業改良普及協会扱い会員 

    （２）地区協会扱い会員より選出された代議員 

 

 附 則 

     この内規は、昭和５８年５月３１日より適用する。 


